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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS C 8286:2013 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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電気アクセサリ－電源コードセット及び 

相互接続コードセット 

Electrical accessories-Cord sets and interconnection cord sets 

 
序文 

この規格は，2018 年に第 3 版として発行された IEC 60799 を基とし，我が国の電源事情を考慮し電源コ

ードセット及び相互接続コードセットの構成部品（プラグ又は JIS C 8283-1 に規定するプラグコネクタ，

コード及び JIS C 8283-1 に規定するコネクタ）の組合せを標準化するため，技術的内容を変更して作成し

た日本産業規格である。 

なお，附属書 JA は，対応国際規格にはない事項である。また，この規格で側線又は点線の下線を施し

てある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属

書 JB に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，家庭用及びこれに類する汎用機器の電源コードセット及び相互接続コードセットの要求事

項について規定する。 

なお，この規格は，IEC 規格に整合した日本産業規格を適用する製品に用いることを意図した電源コー

ドセット及び相互接続コードセットだけに適用する。 

この規格は，定格電圧 125 V の電源コードセット及び定格電圧 250 V の相互接続コードセットに適用す

る。 

この規格は，JIS C 8285 に基づくプラグ及びコネクタをもつ産業用の電源コードセット及び JIS C 8282-

1 の 3.12 に定義する延長コードセットには適用しない。 

注記 1 コード交換形のプラグ及びコネクタが付いた電源可とうコードは，この規格で規定する電源コ

ードセットではないが，電源コードセットに類似していて同じ目的に役立つものとみなされ，

この規格に規定した要求事項は，妥当な限りにおいて，そうした電源可とうコードにも適用さ

れる。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60799:2018，Electrical accessories－Cord sets and interconnection cord sets（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こ

とを示す。 

  


